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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律 

の整備に関する法律の公布について（通知） 

 

 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律（平成25年法律第44号。以下「整備法」という。）が本日公布され、消防組織法（昭和

22年法律第226号）及び消防法（昭和23年法律第186号）が改正されることとなりました。 

 今回の改正は、「義務付け・枠付けの更なる見直しについて」（平成 23 年 11 月 29 日閣

議決定）に基づき、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を推進するため、地方公共

団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けを規定している関係法律の一括改正を主な

内容とするものです。 

 貴職におかれましては、下記事項に十分御留意の上、その運用に配慮されるとともに、各

都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組

合等を含む。）に対してもこの旨周知されるようお願いします。 

  

記 

 

１ 消防組織法の一部改正関係（整備法第７条） 

（１）消防長及び消防署長の資格に関する基準については、市町村が政令で定める基準

を参酌して条例で定めることとしたこと（消防組織法第15条第１項及び第２項）。 

（２）都道府県知事が、広域化対象市町村に対し、市町村の消防の広域化に関する協議

の推進に関し必要な措置を講じなければならない旨を勧告した時は、当該広域化対

象市町村は、当該勧告に基づいて講じた措置について、都道府県知事に報告しなけ

ればならないとされている規定を廃止したこと（消防組織法第33条第５項）。 

 

２ 消防法の一部改正関係（整備法第８条） 

委任都道府県知事が、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務又は消防設備士試験

事務を行わせることとした場合又は行わせないこととした場合、総務大臣に報告しなけれ

ばならないとされている規定を廃止したこと（消防法第 13 条の８第１項、第 13 条の 19

第２項及び第 17条の９第４項）。 

 

 

 

 

 

殿 

 



 

３ 施行期日 

 （１）消防組織法の一部改正関係 

   １（１）の改正事項については、平成26年４月１日としたこと（整備法附則第１条

第２号）。 

   １（２）の改正事項については、公布の日としたこと（整備法附則第１条）。 

 （２）消防法の一部改正関係 

   ２の改正事項については、公布の日としたこと（整備法附則第１条）。 

 

４ 経過措置 

 施行の日から起算して１年を超えない期間内において、改正後の消防組織法第15条第２

項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、消防長及び消防署長の資格につ

いては、なお従前の例によることとしたこと（整備法附則第２条）。 

 

５ その他 

  整備法の施行後３か月を目途に、改正後の消防組織法第15条第３項に規定する市町村の

消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令を公布し、それに伴い、市町村の消防長及

び消防署長の任命資格を定める政令（昭和34年政令第201号）を廃止する予定であること。 

  

 

 

【消防組織法関係】 

 消防・救急課 課長補佐 岡地、事務官 馬内 

 電話：03-5253-7522（直通） 

【消防法関係】 

（消防設備士試験関係） 

 予防課 課長補佐 土屋、事務官 松浦 

 電話：03-5253-7523（直通） 

（危険物取扱者試験関係） 

 危険物保安室 課長補佐 加藤、事務官 山本 

 電話：03-5253-7524（直通） 
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地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

第
二
章

総
務
省
関
係

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

（
略
）

（
消
防
組
織
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
政
令
」
を
「
こ
れ
ら
の
職
に
必
要
な
消
防
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
の
資
格
と
し
て

市
町
村
の
条
例
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

市
町
村
が
前
項
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
の
資
格
の
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準

を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

（
消
防
法
の
一
部
改
正
）
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第
八
条

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
八
第
一
項
中
「
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
十
三
条
の
十
九
第
二
項
中
「
、
総
務
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
」
を
削
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

一

（
略
）

二

第
一
条
、
第
五
条
、
第
七
条
（
消
防
組
織
法
第
十
五
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
四
条

（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
六
章

移
行
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
に
伴
う
措
置
（
第
五
十

「
第
六
章

移
行
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
に
伴
う
措
置
（
第
五
十
九
条
―
第
六
十
七

九
条
―
第
六
十
七
条
）
」
を

第
六
章
の
二

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
か
ら
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
へ
の
移
行
に
伴

条
）

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
八
条
、
第
五
十
五
条
及
び

う
措
置
（
第
六
十
七
条
の
二
―
第
六
十
七
条
の
七
）
」

第
五
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
六
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
五
条
、
第

二
十
二
条
（
民
生
委
員
法
第
四
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
三
十
六
条
、
第
四
十
条
（
森
林
法
第
七
十
条
第
一
項
の
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改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
五
十
条
（
建
設
業
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
五
十
一
条
、

第
五
十
二
条
（
建
築
基
準
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
五
十
三
条
、
第
六
十
一
条
（
都
市
計
画

法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
五
条
（
国
土
利
用
計
画
法
第
十
五
条
第
二
項

の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
七
十
二
条
の
規
定
並
び
に
次
条
、
附
則
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
、
第
六
条
第
二
項
及

び
第
三
項
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十

一
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
百
四
十
一
条
の
四
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
六
条
並
び
に
第
十

八
条
の
規
定

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

三

（
略
）

（
消
防
組
織
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
七
条
の
規
定
（
消
防
組
織
法
第
十
五
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
の
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
防
組
織
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
消
防
長
及
び
消
防
署
長
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。
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地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

新
旧
対
照
条
文

○

（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

改

正

後

改

正

前

（
消
防
職
員
の
任
命
）

（
消
防
職
員
の
任
命
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

消
防
長
及
び
消
防
署
長
は
、
こ
れ
ら
の
職
に
必
要
な
消
防
に
関
す
る
知
識
及
び
経

２

消
防
長
及
び
消
防
署
長
は
、
政
令

験
を
有
す
る
者
の
資
格
と
し
て
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け

で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

市
町
村
が
前
項
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
の
資
格

（
新
設
）

の
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

（
推
進
計
画
及
び
都
道
府
県
知
事
の
関
与
等
）

（
推
進
計
画
及
び
都
道
府
県
知
事
の
関
与
等
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
削
る
）

５

都
道
府
県
知
事
が
、
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
広
域
化
対
象
市
町
村
に
対
し
、

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
す
る
協
議
の
推
進
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
勧
告
し
た
と
き
は
、
当
該
広
域
化
対
象
市
町
村
は
、
当
該
勧
告

に
基
づ
い
て
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５

（
略
）

６

（
略
）
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○

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
抄
）

改

正

後

改

正

前

第
十
三
条
の
八

第
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
に
そ
の
危
険

第
十
三
条
の
八

第
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
に
そ
の
危
険

物
取
扱
者
試
験
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
都
道
府
県
知
事
（
以
下
「
委
任
都
道

物
取
扱
者
試
験
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
都
道
府
県
知
事
（
以
下
「
委
任
都
道

府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
は

、
当
該

府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該

指
定
試
験
機
関
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
当
該
危
険
物
取
扱
者
試
験

指
定
試
験
機
関
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
当
該
危
険
物
取
扱
者
試
験

事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
当
該
指
定
試
験
機
関
に
危
険
物
取
扱
者

事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
当
該
指
定
試
験
機
関
に
危
険
物
取
扱
者

試
験
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
日
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

試
験
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
日
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

第
十
三
条
の
十
九

（
略
）

第
十
三
条
の
十
九

（
略
）

②

委
任
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
試
験
機
関
に
危
険
物
取
扱
者
試
験
事
務
を
行
わ
せ

②

委
任
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
試
験
機
関
に
危
険
物
取
扱
者
試
験
事
務
を
行
わ
せ

な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

公
示

な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
総
務
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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